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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】重切削条件で切削加工を行った場合にも被覆層
の剥離面積が小さく、加工距離が長く工具寿命が長い被
覆切削工具を提供する。
【解決手段】基材１と基材の表面に形成された被覆層２
とからなり、被覆層は表面側の上層４と基材側の最下層
３とからなり、最下層は（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ［但し
、ＭはＺｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、
Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１
種の元素を表し、ａ、ｂ、ｃは、０．３０≦ａ≦０．７
０、０．３０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ＋
ｂ＋ｃ＝１を満足する。］で構成され、最下層を構成す
る（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎ
ｍ以下である被覆切削工具である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の上層と基材側の最
下層とからなり、
　最下層は（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ［但し、ＭはＺｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素を表し、ａはＡ
ｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し、ｂはＡｌ元素とＴｉ
元素とＭ元素の合計に対するＴｉ元素の原子比を表し、ｃはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素
の合計に対するＭ元素の原子比を表し、ａ、ｂ、ｃは、０．３０≦ａ≦０．７０、０．３
０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する。］で構成され、
　最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎｍ以下である被
覆切削工具。
【請求項２】
　ａ、ｂ、ｃは、０．５０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．５０、０≦ｃ≦０．２０
、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する請求項１に記載の被覆切削工具。
【請求項３】
　最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が１０～４００ｎｍである
請求項１または２に記載の被覆切削工具。
【請求項４】
　最下層の平均層厚は０．１～１μｍである請求項１～３のいずれか１項に記載の被覆切
削工具。
【請求項５】
　上層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＡｌおよびＳｉか
ら選択される金属元素の少なくとも１種からなる金属；並びに、これら金属元素の少なく
とも１種と炭素、窒素、酸素および硼素から選択される非金属元素の少なくとも１種とか
らなる化合物からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む単層または多層構造体である
請求項１～４のいずれか１項に記載の被覆切削工具。
【請求項６】
　上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍである請求項１～５のいずれか１項に記載の被
覆切削工具。
【請求項７】
　基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の上層と基材側の最
下層とからなり、
　最下層は（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎ［但し、ＬはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素を表し、ｄはＡ
ｌ元素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し、ｅはＡｌ元素とＣｒ
元素とＬ元素の合計に対するＣｒ元素の原子比を表し、ｆはＡｌ元素とＣｒ元素とＬ元素
の合計に対するＬ元素の原子比を表し、ｄ、ｅ、ｆは、０．２０≦ｄ≦０．７５、０．２
５≦ｅ≦０．８０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する。］で構成され、
　最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎｍ以下である被
覆切削工具。
【請求項８】
　ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０．２０
、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する請求項７に記載の被覆切削工具。
【請求項９】
　ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０．２０
、ｄ≧ｅ、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する請求項７または８に記載の被覆切削工具。
【請求項１０】
　最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が１０～４００ｎｍである
請求項７～９のいずれか１項に記載の被覆切削工具。
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【請求項１１】
　最下層の平均層厚は０．１～１μｍである請求項７～１０のいずれか１項に記載の被覆
切削工具。
【請求項１２】
　上層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＡｌおよびＳｉか
ら選択される金属元素の少なくとも１種からなる金属；並びに、これら金属元素の少なく
とも１種と炭素、窒素、酸素および硼素から選択される非金属元素の少なくとも１種とか
らなる化合物からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む単層または多層構造体である
請求項７～１１のいずれか１項に記載の被覆切削工具。
【請求項１３】
　上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍである請求項７～１２のいずれか１項に記載の
被覆切削工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は被覆切削工具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超硬合金、サーメット、ｃＢＮなどからなる基材の表面にＴｉＮ層、ＴｉＡｌＮ層など
の被覆層を被覆した被覆切削工具は機械的強度、耐熱性に優れることから、鋼、鋳鉄、ス
テンレス鋼、耐熱合金などの切削加工に用いられる。
【０００３】
　被覆切削工具の従来技術としては、炭化タングステン基超硬合金または炭窒化チタン基
サーメットからなる基体の表面に、特定の厚みの窒化チタンからなる密着性物理蒸着被覆
層を介して、ＴｉとＡｌの複合窒化物からなる特定の厚みの耐摩耗性物理蒸着被覆層を形
成してなる表面被覆サーメット製切削工具がある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－２０１００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の機械加工における高能率化はめざましく、以前よりも、切削速度が高く、切り込
みや送りが大きい切削加工が行われるようになってきた。このような工具刃先温度の高く
なる重切削条件では、被覆切削工具の表面に被削材が溶着しやすい。特許文献１などの従
来技術では、基材表面にＴｉＮを被覆し、その上にＴｉＡｌＮを被覆することで基材と被
覆層の化学的親和性は向上し、基材と被覆層の付着強度を向上させることで被覆層の耐剥
離性が向上した。しかしながら、基材と被覆層の界面に過度な負荷がかかった場合、被覆
層が大きく剥離し、被覆切削工具の加工距離が短くなり工具寿命が不十分であるという問
題がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、重切削条件で切削加工を行った
場合にも被覆層の剥離面積が小さく、加工距離が長く工具寿命が長い被覆切削工具の提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、被覆層の耐剥離性を向上させる目的で研究を重ねたところ、被覆層の最
下層の組成および粒径を最適化することで、被覆層の剥離面積を最小化し、被覆切削工具
の加工距離を長くすることができることを見出し、本発明を完成するにいたった。
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【０００８】
　すなわち、本発明の要旨は以下の通りである。
【０００９】
　（１）基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の上層と基材
側の最下層とからなり、最下層は（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ［但し、ＭはＺｒ、Ｈｆ、Ｖ、
Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種
の元素を表し、ａはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し
、ｂはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＴｉ元素の原子比を表し、ｃはＡｌ元
素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＭ元素の原子比を表し、ａ、ｂ、ｃは、０．３０≦
ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する
。］で構成され、最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎ
ｍ以下である被覆切削工具。
【００１０】
　（２）ａ、ｂ、ｃは、０．５０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．５０、０≦ｃ≦０
．２０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する（１）の被覆切削工具。
【００１１】
　（３）最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が１０～４００ｎｍ
である（１）または（２）の被覆切削工具。
【００１２】
　（４）最下層の平均層厚は０．１～１μｍである（１）～（３）のいずれかの被覆切削
工具。
【００１３】
　（５）上層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、Ａｌおよび
Ｓｉから選択される金属元素の少なくとも１種からなる金属；並びに、これら金属元素の
少なくとも１種と炭素、窒素、酸素および硼素から選択される非金属元素の少なくとも１
種とからなる化合物からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む単層または多層構造体
である（１）～（４）のいずれかの被覆切削工具。
【００１４】
　（６）上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍである（１）～（５）のいずれかの被覆
切削工具。
【００１５】
　（７）基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の上層と基材
側の最下層とからなり、最下層は（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎ［但し、ＬはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ
、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種
の元素を表し、ｄはＡｌ元素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し
、ｅはＡｌ元素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＣｒ元素の原子比を表し、ｆはＡｌ元
素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＬ元素の原子比を表し、ｄ、ｅ、ｆは、０．２０≦
ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．８０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する
。］で構成され、最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎ
ｍ以下である被覆切削工具。
【００１６】
　（８）ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０
．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する（７）に記載の被覆切削工具。
【００１７】
　（９）ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０
．２０、ｄ≧ｅ、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する（７）または（８）に記載の被覆切削工具。
【００１８】
　（１０）最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が１０～４００ｎ
ｍである（７）～（９）のいずれかの被覆切削工具。
【００１９】
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　（１１）最下層の平均層厚は０．１～１μｍである（７）～（１０）のいずれかの被覆
切削工具。
【００２０】
　（１２）上層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、Ａｌおよ
びＳｉから選択される金属元素の少なくとも１種からなる金属；並びに、これら金属元素
の少なくとも１種と炭素、窒素、酸素および硼素から選択される非金属元素の少なくとも
１種とからなる化合物からなる群より選ばれた少なくとも１種を含む単層または多層構造
体である（７）～（１１）のいずれかの被覆切削工具。
【００２１】
　（１３）上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍである（７）～（１２）のいずれかの
被覆切削工具。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の被覆切削工具は、重切削条件での切削加工においても被覆層が剥離しにくく、
加工距離が長く工具寿命が長いという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】最下層を構成する粒子の平均粒径が大きい被覆切削工具の断面組織の概念図であ
る。
【図２】最下層を構成する粒子の平均粒径が小さい被覆切削工具の断面組織の概念図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の被覆切削工具は、基材と基材の表面に形成された被覆層とからなる。前記基材
は被覆切削工具の基材として用いられるものであれば特に限定されないが、例えば、超硬
合金、サーメット、セラミックス、立方晶窒化硼素焼結体、ダイヤモンド焼結体、高速度
鋼などを前記基材として用いることができる。その中でも、基材が超硬合金であると、本
発明の被覆切削工具が耐摩耗性および耐欠損性に優れるので、さらに好ましい。
【００２５】
　前記被覆層は、被覆切削工具の表面側の上層と基材側の最下層とからなる。本発明の１
つの態様では、前記最下層を構成する粒子の組成が、（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ［但し、Ｍ
はＺｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ば
れた少なくとも１種の元素を表し、ａはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＡｌ
元素の原子比を表し、ｂはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＴｉ元素の原子比
を表し、ｃはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＭ元素の原子比を表し、ａ、ｂ
、ｃは、０．３０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ＋ｂ
＋ｃ＝１を満足する。］と表される。
【００２６】
　ａが０．３０未満であると最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径
が大となり、被覆層の剥離面積を最小化する作用が小さくなる。一方ａが０．７０を超え
ると相対的にＴｉ元素量が少なくなり、被覆層の基材との化学的親和性が著しく低下し、
最下層が立方晶以外の結晶構造を含むようになる。このため、基材と最下層の付着強度が
低下し、その結果、被覆層の大きな剥離が生じやすくなる。
【００２７】
　ｂが０．３０未満であると相対的にＡｌ元素量が多くなり、基材と最下層の付着強度が
低下する。一方ｂが０．７０を超えると相対的にＡｌ元素量が少なくなるので、最下層を
構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が大となり、耐剥離性が低下する。
【００２８】
　そして最下層にはＡｌ元素とＴｉ元素以外に、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素Ｍが含まれても
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よいが、ｃが０以上０．２０以下の範囲であると、最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ

）Ｎの粒子の平均粒径が小となり、被覆層の耐剥離性が向上する。一方ｃが０．２０を超
えると、基材と最下層の付着強度が著しく低下し、被覆切削工具の切削性能が低下する。
【００２９】
　以上から、０．３０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ
＋ｂ＋ｃ＝１とした。その中でもａが０．５０以上、ｂが０．５０以下であると最下層を
構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が小となりやすく、被覆層の耐剥離性
が向上する傾向がみられるので、０．５０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．５０、０
≦ｃ≦０．２０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１であるとさらに好ましい。その中でも０．６０≦ａ≦０
．７０、０．３０≦ｂ≦０．４０、０≦ｃ≦０．１０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１であるとさらに好
ましい。
【００３０】
　本発明のもう１つの態様では、本発明の被覆切削工具における被覆工具の最下層を構成
する粒子の組成が、（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎ［但し、ＬはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素を表し
、ｄはＡｌ元素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し、ｅはＡｌ元
素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＣｒ元素の原子比を表し、ｆはＡｌ元素とＣｒ元素
とＬ元素の合計に対するＬ元素の原子比を表し、ｄ、ｅ、ｆは、０．２０≦ｄ≦０．７５
、０．２５≦ｅ≦０．８０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する。］と表され
る。
【００３１】
　ｄが０．２０未満であると、最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒
径が大となり、被覆層の耐剥離性が低下する。一方ｄが０．７５を超えると、最下層が立
方晶以外の結晶構造を含むようになるため、基材と最下層の付着強度が低下する。
【００３２】
　ｅが０．２５未満であると相対的にＡｌ元素が多くなり、基材と最下層の付着強度が低
下する。一方ｅが０．８０を超えると相対的にＡｌ元素が少なくなり、最下層を構成する
（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が大となり、被覆層の耐剥離性が低下する。
【００３３】
　そして最下層にはＡｌ元素とＣｒ元素以外に、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素Ｌが含まれてい
てもよく、ｆが０以上０．２０以下の範囲であると、最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬ

ｆ）Ｎの粒子の平均粒径が小となり、被覆層の耐剥離性が向上する。一方ｆが０．２０を
超えると、基材と最下層の付着強度が著しく低下し、被覆切削工具の切削性能が低下する
。
【００３４】
　以上より、０．２０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．８０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ
＋ｅ＋ｆ＝１とした。その中でもｄが０．４０以上、ｅが０．６０以下であると最下層を
構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径は小となりやすく、被覆層の耐剥離性
が向上する傾向がみられるので、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０
≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１であるとより好ましい。その中でもｄ≧ｅであり、０．
４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．５０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１であ
ると最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径は小となり、被覆層の耐
剥離性が向上するのでさらに好ましい。
【００３５】
　本発明の被覆切削工具の被覆層における最下層の組成は、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、
電界放射型走査電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）などの電子顕微
鏡に付属するエネルギー分散型Ｘ線分析装置（ＥＤＳ）や波長分散型Ｘ線分析装置（ＷＤ
Ｓ）などを用いて測定することができる。
【００３６】
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　前記最下層を構成する粒子（（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ又は（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒
子、以下「最下層構成粒子」ともいう。）の平均粒径を４００ｎｍ以下にすることによっ
て、被覆層の剥離面積が最小化し、本発明の被覆切削工具の加工距離が長くなり、工具寿
命が長くなるという効果が得られる。その理由は以下の通りと考えられる。
【００３７】
　切削加工中に被削材が被覆層の表面に溶着すると、溶着した部分で切削抵抗が高くなり
、その部分からクラックが発生すると考えられる。クラックが被覆層と基材との界面に達
すると、被覆層が剥離すると考えられる。
【００３８】
　図１は、最下層構成粒子の平均粒径が大きい被覆切削工具の断面組織の概念図である。
当該工具は基材１と被覆層２とからなり、その被覆層２は最下層３と上層４とからなる。
重切削条件での切削加工などを行うと例えば符号５で示される部分に被削材が溶着し、そ
の部分からクラック７が発生し、これが被覆層２と基材１との界面に達すると剥離が生じ
ると考えられる。そして図１の被覆切削工具では最下層３の構成粒子の平均粒径が大きい
ため、剥離する部分６は大きい。
【００３９】
　一方図２は、最下層構成粒子の平均粒径が小さい被覆切削工具の断面組織の概念図であ
る。当該工具は基材８と被覆層９とからなり、その被覆層９は最下層１０と上層１１とか
らなる。こちらの被覆切削工具は最下層１０を構成する粒子の平均粒径が小さいので、符
号１２で示される部分に被削材が溶着し、そこからクラック１４が発生して被覆層９と基
材８の界面に達したとしても、剥離する部分１３は小さくなると考えられる。
【００４０】
　そのため、本発明の被覆切削工具においては、最下層構成粒子の平均粒径を４００ｎｍ
以下とした。なお、最下層構成粒子の平均粒径が１０ｎｍ未満になると基材と最下層の付
着強度が低下する傾向がみられるので、最下層構成粒子の平均粒径は１０～４００ｎｍで
あることが好ましい。被覆層の剥離面積を小さくする観点からは、最下層構成粒子の平均
粒径は２０～１００ｎｍであることが特に好ましい。
【００４１】
　本発明において最下層構成粒子の平均粒径は、被覆切削工具の上層を除去して得られた
最下層の表面組織で測定される。上層を除去する方法としては、ダイヤモンド砥石により
研削した後にダイヤモンドペーストまたはコロイダルシリカを用いて研磨する方法や、イ
オンミリングなどを挙げることができる。上層を除去して現れた最下層の表面組織を電界
放射型走査電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）、電子線後方散乱回
折法（ＥＢＳＤ）などで観察して、最下層構成粒子の平均粒径を測定することができる。
【００４２】
　具体的には、上層を除去して得られた最下層の表面組織を観察する。最下層構成粒子の
面積と等しい面積の円の直径をその粒子の粒径とし、一定の視野（測定範囲）における各
粒子の粒径を求めて、５ｎｍ間隔の区分けした粒径を示す横軸と、その各区分けに含まれ
る粒子全部の面積比を示す縦軸とからなる粒度分布図を作成する。次に、５ｎｍ間隔の区
分けの中心値（例えば、５～１０ｎｍの区分けの中心値は７．５ｎｍである）とその区分
けに含まれる粒子全部の面積比を乗じる。この面積比とは、測定範囲（例えば２μｍ×２
μｍ）全体の中で、ある一の区分けに含まれる粒子全て（例えば粒径が５～１０ｎｍのも
の全部）が占める面積割合のことである。５ｎｍ間隔の区分けの中心値とその区分けに含
まれる粒子全部の面積比を乗じて得られた値をすべて合計した値を、最下層構成粒子の平
均粒径とする。
【００４３】
　なお、最下層の表面組織の測定装置としては、ＥＢＳＤが、粒子の粒界が明瞭になるの
で好ましい。ＥＢＳＤの設定としては、ステップサイズが０．０１μｍ、測定範囲が２μ
ｍ×２μｍ、方位差が５°以上の境界を粒界とみなすという設定が好ましい。
【００４４】
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　以上説明した特定の粒子により構成される、本発明の被覆切削工具における被覆層の最
下層は耐剥離性に優れる。そのため被覆層の耐剥離性は向上し、本発明の被覆切削工具の
加工距離を長くし、工具寿命を延長することができる。
【００４５】
　前記最下層の平均層厚は０．１～１μｍであると好ましい。これは、最下層の平均層厚
が０．１μｍ未満になると耐剥離性を向上させる効果が低下する傾向がみられ、一方最下
層の平均層厚が１μｍを超えると、基材と最下層の付着強度が低下する傾向がみられるた
めである。なお最下層の平均層厚は、光学顕微鏡、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、電界放射
型走査電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ）、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）などを用いて測定するこ
とができる。
【００４６】
　次に、本発明の被覆切削工具の被覆層を構成する上層について説明する。前記上層は、
耐摩耗性、耐欠損性または耐溶着性などの被覆切削工具に要求される機能を有しているも
のとして使用されているものであれば特に限定されない。その中でも、前記上層は、Ｔｉ
、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｙ、ＡｌおよびＳｉから選択される金
属元素の少なくとも１種からなる金属；並びに、これら金属元素の少なくとも１種と炭素
、窒素、酸素および硼素から選択される非金属元素の少なくとも１種とからなる化合物か
らなる群より選ばれた少なくとも１種を含む単層または多層構造体であると、本発明の被
覆切削工具の耐摩耗性が向上するのでさらに好ましい。なお、上層の組成は最下層の組成
とは異なるものとする。
【００４７】
　その中でも、上層が多層構造体であると被覆切削工具の耐摩耗性が好適に向上するので
、さらに好ましい。上層が多層構造体の場合の具体的態様としては、上記金属または化合
物からなる層を２ｎｍ～１０μｍの平均層厚で積層する態様が挙げられる。組成が異なる
２種以上の層が、各層の平均層厚を２ｎｍ以上５００ｎｍ以下の厚みとして周期的に積層
される積層構造を１種以上含む態様も好ましい。ここで、周期的に積層させるとは、例え
ば、組成が異なる２種の層を交互に各２層以上積層させるなど、一定の周期性をもって積
層させることをいう。
【００４８】
　なお、本発明において上層の組成と上層が多層構造体の場合の各層の平均層厚は、最下
層の場合と同様な方法で測定することができる。
【００４９】
　以上説明した本発明の被覆切削工具における上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍで
あると好ましい。これは、上層全体の平均層厚が０．２μｍ未満では被覆切削工具の耐摩
耗性を向上させる効果が少ない場合があり、１０μｍを超えると被覆層が基材から剥離し
やすくなる場合があるためである。本発明の上層全体の平均層厚は最下層と同様な方法で
測定することができる。
【００５０】
　本発明の被覆切削工具は、従来の物理蒸着法により作製することが可能であり、例えば
、以下の方法で製造することができる。
【００５１】
　アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、被覆層（最下層、上層）の組成にな
る金属蒸発源を設置する。用意した基材をアークイオンプレーティング装置の反応容器内
に入れる。好ましくは最下層の形成前に基材にイオンボンバードメント処理を行う。
【００５２】
　イオンボンバードメント処理後、反応容器内を１×１０－２Ｐａ以下の真空にしてから
、最下層の原料となるＮ２などの反応ガスを反応容器内に導入して、反応容器内の雰囲気
を最下層の原料となるＮ２などの反応ガスとする。そして、反応容器内の圧力を０．５～
５．０Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を７５０℃を超える高い温度
とする。
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【００５３】
　続いて、基材に印加するバイアス電圧を－１０～－１５０Ｖとし、最下層の原料となる
金属蒸発源の中心の磁束密度を１３ｍＴ～１７ｍＴとし、アーク電流を８０～１５０Ａと
する条件で、基材の表面に最下層を形成するとよい。基材の温度を７５０℃超とし、金属
蒸発源の中心の磁束密度を１３ｍＴ～１７ｍＴとすることで、最下層の平均粒径を小にす
ることができる。
【００５４】
　なお、一般的なアークイオンプレーティング装置の最高温度は１０００℃であるので、
最下層形成時の基材の温度は７５０℃超、１０００℃以下であると好ましく、８００℃以
上９５０℃以下であるとより好ましい。このようにして基材上に最下層を形成した後、さ
らに上層を形成すると、本発明の被覆切削工具を得ることができる。
【００５５】
　前記上層は、例えば、以下の方法で製造することができる。最下層を形成した後、基材
に印加するバイアス電圧を－１０～－１５０Ｖ、基材の温度を６００℃とし、上層の原料
となる金属蒸発源の中心の磁束密度を５ｍＴ～１５ｍＴとし、アーク電流を８０～１５０
Ａとする条件で、上層を形成するとよい。
【００５６】
　上層が多層構造体である場合は、基材に－１０～－１５０Ｖのバイアス電圧を印加し、
基材の温度を６００℃とし、金属蒸発源の中心の磁束密度を５ｍＴ～１５ｍＴとし、各層
の金属成分に応じた金属蒸発源をアーク放電により蒸発させて最下層の表面に各層を形成
することができる。
【００５７】
　なお、離れた位置に置かれた２種類以上の金属蒸発源を同時にアーク放電により蒸発さ
せ、基材を固定した回転テーブルを回転して多層構造体を構成する層を形成する場合は、
反応容器内の基材を固定した回転テーブルの回転数を調整することによって、多層構造体
を構成する各層の層厚を制御することができる。また、２種類以上の金属蒸発源を交互に
アーク放電により蒸発させて多層構造体を構成する層を形成する場合は、それぞれの金属
蒸発源のアーク放電時間を調整することによって多層構造体を構成する各層の層厚を制御
することができる。
【実施例】
【００５８】
　以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定さ
れない。なお、以下で製造した発明品及び比較品の被覆切削工具における被覆層の各層の
組成及び平均層厚、並びに最下層構成粒子の平均粒径は以下のようにして測定した。
【００５９】
　＜各層の組成＞
　発明品及び比較品の被覆切削工具の製造に使用したアークイオンプレーティング装置の
反応容器内で、金属蒸発源に対向する側の被覆切削工具試料の断面をダイヤモンドペース
トで鏡面研磨した。得られた試料の断面から、被覆層の各層の組成を株式会社日立ハイテ
クノロジーズ製走査電子顕微鏡Ｓ－６６００および透過電子顕微鏡付属のＥＤＳを用いて
測定した。
【００６０】
　＜各層の平均層厚＞
　試料における被覆層の各層の平均層厚（上層が多層構造体の場合は、それを構成する各
層の平均層厚）については、光学顕微鏡、走査電子顕微鏡Ｓ－６６００および透過電子顕
微鏡を用い、金属蒸発源に対向する側の試料の断面をダイヤモンドペーストで鏡面研磨し
、得られた試料の断面を５箇所測定し、その平均値を求めた。
【００６１】
　＜最下層構成粒子の平均粒径＞
　発明品及び比較品の被覆切削工具試料の最下層構成粒子の平均粒径は以下のように測定
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した。最下層の表面に形成された上層をイオンミリングによって除去した。上層を除去し
て現れた最下層の表面を、株式会社ＴＳＬソリューションズ製ＥＢＳＤ装置を用い、ステ
ップサイズを０．０１μｍ、測定範囲を２μｍ×２μｍに設定し、方位差が５°以上の境
界を粒界とする最下層の表面組織の画像から、最下層構成粒子の平均粒径を求めた。
【００６２】
　具体的には、方位差が５°以上の境界を粒界とした最下層の表面組織の画像から、最下
層の構成粒子の面積と等しい面積の円の直径をその粒子の粒径として、前記測定範囲にお
ける各粒子の粒径を求めて、５ｎｍ間隔の区分けした粒径を示す横軸と、５ｎｍ間隔の区
分けに含まれる粒子全部の面積比を示す縦軸とからなる粒度分布図を作成した。
【００６３】
　次に、粒径の区分けの中心値とその区分けに含まれる粒子全部の面積比とを乗じた。そ
して、粒径の区分けの中心値とその区分けに含まれる粒子全部の面積比とを乗じて得られ
た値をすべて合計し、得られた値を最下層構成粒子の平均粒径とした。
【００６４】
　［被覆切削工具の製造］
　基材として、Ｋ２０相当のＩＳＯ規格ＳＥＥＮ１２０４インサート形状の超硬合金を用
意した。
【００６５】
　発明品１～２０については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表１に
示す被覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアーク
イオンプレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、反応容器内の圧力
を１×１０－２Ｐａ以下の真空とし、炉内ヒーターで基材の温度が５００℃になるまで加
熱した。
【００６６】
　基材の温度が５００℃になった後、反応容器内の圧力が５ＰａになるまでＡｒガスを導
入し、反応容器内の雰囲気をＡｒ雰囲気とし、反応容器内の圧力を５Ｐａとした。そして
、基材に－１０００Ｖのバイアス電圧を印加するイオンボンバードメント条件でＡｒイオ
ンボンバードメント処理を行った。
【００６７】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてＡｒガスを排出し、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容
器内の雰囲気を窒素雰囲気とした。続いて、反応容器内の圧力を３Ｐａとし、炉内ヒータ
ーで基材を加熱して基材の温度を８００℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０
Ｖとし、最下層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を
１５０Ａとする被覆条件で、基材の表面に表１に示す組成の最下層を形成した。
【００６８】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。基材に
印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を
１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表１に示す組成
の上層を形成した。その後、得られた発明品の被覆切削工具を冷却し、そして反応容器内
から取り出した。
【００６９】
　発明品２１、２２については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表１
に示す被覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアー
クイオンプレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０
と同様な条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００７０】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてＡｒガスを排出し、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容
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器内の雰囲気を窒素雰囲気とした。続いて、反応容器内の圧力を３Ｐａとし、炉内ヒータ
ーで基材を加熱して基材の温度を８００℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０
Ｖとし、最下層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を
１５０Ａとする被覆条件で、基材の表面に表１に示す組成の最下層を形成した。
【００７１】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気をＮ２ガスとＣＨ４ガスの分圧比
がＮ２：ＣＨ４＝１：１となるように混合した混合ガス雰囲気とし、反応容器内の圧力２
．７Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。基材に印加
するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５
ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表１に示す組成の上
層を形成した。その後、得られた発明品の被覆切削工具を冷却し、そして反応容器内から
取り出した。
【００７２】
　発明品２３～３０については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表２
に示す被覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアー
クイオンプレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０
と同様な条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００７３】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてＡｒガスを排出し、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容
器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒータ
ーで基材を加熱して基材の温度を８００℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０
Ｖとし、最下層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を
１５０Ａとする被覆条件で、基材の表面に表２に示す組成の最下層を形成した。
【００７４】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。そして
、基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる各金属蒸発源の中心の
磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、各金属蒸発源を交互
にアーク放電により蒸発させた。これにより、表２に示す、組成が異なるＡ層とＢ層とか
らなる交互積層構造体を持つ上層を形成した。このときＡ層とＢ層のアーク放電時間を調
整して、Ａ層の平均層厚とＢ層の平均層厚がそれぞれ１００ｎｍとなるように制御した。
この交互積層構造体の上層を形成した後、得られた発明品の被覆切削工具を冷却し、そし
て反応容器内から取り出した。
【００７５】
　比較品１～３、６については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表３
に示す被覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアー
クイオンプレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０
と同様な条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００７６】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてから、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容器内の雰囲気
を窒素雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加
熱して基材の温度を７５０℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、最下
層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとす
る被覆条件で、基材の表面に表３に示す組成の最下層を形成した。
【００７７】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。基材に
印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を
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１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表３に示す組成
の上層を形成した。得られた比較品の被覆切削工具を冷却し、そして反応容器内から取り
出した。
【００７８】
　比較品４については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表３に示す被
覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置し、基材をアークイオンプレーティ
ング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０と同様な条件でＡｒ
イオンボンバードメント処理を行った。
【００７９】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてから、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容器内の雰囲気
を窒素雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加
熱して基材の温度を７５０℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、最下
層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする
被覆条件で、基材の表面に表３に示す組成の最下層を形成した。
【００８０】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとし、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。基材に
印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を
１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表３に示す組成
の上層を形成した。その後、得られた比較品４の被覆切削工具を冷却し、そして反応容器
内から取り出した。
【００８１】
　比較品５については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表３に示す被
覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアークイオン
プレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０と同様な
条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００８２】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内を１×１０－２Ｐａ以下の真空にして
から、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容器内の雰囲気を窒素
雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加熱して
基材の温度を５００℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、最下層の原
料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆
条件で、基材の表面に表３に示す組成の最下層を形成した。
【００８３】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とし
た。基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の
磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表３
に示す組成の上層を形成した。得られた比較品５の被覆切削工具を冷却し、そして反応容
器内から取り出した。
【００８４】
　比較品７については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表３に示す被
覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアークイオン
プレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０と同様な
条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００８５】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてＡｒガスを排出し、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容
器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒータ
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Ｖとし、最下層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を
１５０Ａとする被覆条件で、基材の表面に表３に示す組成の最下層を形成した。
【００８６】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気をＮ２ガスとＣＨ４ガスの分圧比
がＮ２：ＣＨ４＝１：１となるように混合した混合ガス雰囲気とし、反応容器内の圧力２
．７Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とした。
基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束
密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、最下層の表面に表３に示
す組成の上層を形成した。その後、得られた比較品７の被覆切削工具を冷却し、そして反
応容器内から取り出した。
【００８７】
　比較品８、９については、アークイオンプレーティング装置の反応容器内に、表３に示
す被覆層（最下層、上層）の組成になる金属蒸発源を設置した。続いて、基材をアークイ
オンプレーティング装置の反応容器内の試料ホルダーに取り付けて、発明品１～２０と同
様な条件でＡｒイオンボンバードメント処理を行った。
【００８８】
　Ａｒイオンボンバードメント処理後、反応容器内の圧力を１×１０－２Ｐａ以下の真空
にしてＡｒガスを排出し、最下層の原料となるＮ２ガスを反応容器内に導入して、反応容
器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒータ
ーで基材を加熱して基材の温度を７５０℃とした。基材に印加するバイアス電圧を－５０
Ｖとし、最下層の原料となる金属蒸発源の中心の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を
１５０Ａとする被覆条件で、基材の表面に表３に示す組成の最下層を形成した。
【００８９】
　最下層を形成した後、引き続き、反応容器内の雰囲気を窒素雰囲気とし、反応容器内の
圧力を３Ｐａとした。続いて、炉内ヒーターで基材を加熱して基材の温度を６００℃とし
た。基材に印加するバイアス電圧を－５０Ｖとし、上層の原料となる各金属蒸発源の中心
の磁束密度を１５ｍＴとし、アーク電流を１５０Ａとする被覆条件で、各金属蒸発源を交
互にアーク放電により蒸発させた。これにより、表３に示す、組成が異なるＡ層とＢ層と
からなる交互積層構造体を持つ上層を形成した。このときＡ層とＢ層のアーク放電時間を
調整して、Ａ層の平均層厚とＢ層の平均層厚がそれぞれ１００ｎｍとなるように制御した
。この交互積層構造体の上層を形成した後、得られた比較品の被覆切削工具を冷却し、反
応容器内から取り出した。
【００９０】
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【表１】

【００９１】
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【表２】

【００９２】
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【表３】

【００９３】
　［切削試験］
　得られた発明品及び比較品の被覆切削工具試料を下記のカッターに取り付けて、下記の
条件で切削試験を行った。
【００９４】
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　＜切削試験条件＞
被削材：ＦＣＤ６００、
切削速度：１５０ｍ／ｍｉｎ、
送り：０．２ｍｍ／ｔｏｏｔｈ、
切り込み：２．０ｍｍ
切削幅：４６ｍｍ、
クーラント：不使用（ドライ加工）
加工距離：（１）０．８ｍ、（２）２．０ｍ、（３）工具寿命に至るまでの加工距離、
工具寿命の判定：最大逃げ面摩耗幅が０．２ｍｍに至ったときを工具寿命とする、
カッター：有効径８０ｍｍのカッター。
【００９５】
　被覆層の耐剥離性を評価するために、（１）加工距離０．８ｍまで切削試験した試料と
、（２）加工距離２．０ｍまで切削試験した試料について、それぞれ被覆層が剥離して基
材が露出した面積を測定した。具体的には、切削試験後、試料の表面に溶着した被削材を
王水で除去してから、試料表面をＳＥＭで観察し、ＳＥＭの組成像から画像解析ソフトを
用いて基材が露出した面積（ｍｍ２）を測定した。基材が露出した面積（ｍｍ２）を表４
、５に記載した。また、（３）工具寿命に至るまで加工した試料の加工距離を表４、５に
記載した。
【００９６】
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【００９７】
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【表５】

【００９８】
　表４、５に示すように発明品は、加工距離０．８ｍ、２．０ｍのいずれにおいても比較
品よりも基材が露出した面積は小さく、被覆層は耐剥離性に優れることが分かる。また、
発明品の工具寿命に至るまでの加工距離は、比較品のそれよりも長い。これは、発明品の
工具寿命は比較品の工具寿命よりも長いことを示している。
【符号の説明】
【００９９】
　　１　基材
　　２　被覆層
　　３　最下層
　　４　上層
　　５　被削材が溶着する部分
　　６　被覆層が剥離する部分
　　７　クラック
　　８　基材
　　９　被覆層
　１０　最下層
　１１　上層
　１２　被削材が溶着する部分
　１３　被覆層が剥離する部分
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月28日(2016.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超硬合金からなる基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の
上層と基材側の最下層とからなり、
　最下層は（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎ［但し、ＭはＺｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素を表し、ａはＡ
ｌ元素とＴｉ元素とＭ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し、ｂはＡｌ元素とＴｉ
元素とＭ元素の合計に対するＴｉ元素の原子比を表し、ｃはＡｌ元素とＴｉ元素とＭ元素
の合計に対するＭ元素の原子比を表し、ａ、ｂ、ｃは、０．３０≦ａ≦０．７０、０．３
０≦ｂ≦０．７０、０≦ｃ≦０．２０、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する。］で構成され、
　最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が１０～１００ｎｍであり
、
　最下層の平均層厚は０．１～１μｍであり、
　上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍであり、
　上層は、ＴｉとＡｌと窒素とからなる化合物を含む単層または多層構造体である、被覆
切削工具。
【請求項２】
　ａ、ｂ、ｃは、０．５０≦ａ≦０．７０、０．３０≦ｂ≦０．５０、０≦ｃ≦０．２０
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、ａ＋ｂ＋ｃ＝１を満足する請求項１に記載の被覆切削工具。
【請求項３】
　最下層を構成する（ＡｌａＴｉｂＭｃ）Ｎの粒子の平均粒径が２０～１００ｎｍである
請求項１または２に記載の被覆切削工具。
【請求項４】
　超硬合金からなる基材と基材の表面に形成された被覆層とからなり、被覆層は表面側の
上層と基材側の最下層とからなり、
　最下層は（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎ［但し、ＬはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ｙ、ＢおよびＳｉからなる群より選ばれた少なくとも１種の元素を表し、ｄはＡ
ｌ元素とＣｒ元素とＬ元素の合計に対するＡｌ元素の原子比を表し、ｅはＡｌ元素とＣｒ
元素とＬ元素の合計に対するＣｒ元素の原子比を表し、ｆはＡｌ元素とＣｒ元素とＬ元素
の合計に対するＬ元素の原子比を表し、ｄ、ｅ、ｆは、０．２０≦ｄ≦０．７５、０．２
５≦ｅ≦０．８０、０≦ｆ≦０．２０、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する。］で構成され、
　最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が４００ｎｍ以下であり、
　最下層の平均層厚は０．１～１μｍであり、
　上層全体の平均層厚は０．２～１０μｍであり、
　上層は、ＴｉとＡｌと窒素とからなる化合物を含む単層または多層構造体である、被覆
切削工具。
【請求項５】
　ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０．２０
、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する請求項４に記載の被覆切削工具。
【請求項６】
　ｄ、ｅ、ｆは、０．４０≦ｄ≦０．７５、０．２５≦ｅ≦０．６０、０≦ｆ≦０．２０
、ｄ≧ｅ、ｄ＋ｅ＋ｆ＝１を満足する請求項４または５に記載の被覆切削工具。
【請求項７】
　最下層を構成する（ＡｌｄＣｒｅＬｆ）Ｎの粒子の平均粒径が２０～１００ｎｍである
請求項４～６のいずれか１項に記載の被覆切削工具。
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